
 

 

これまで解明交渉 4回、基本交渉を 3回を本部・本社議論を積み上げ

て、8月 9日の運車部会主催の集会も 600名を超える仲間が結集して開

催し、12地本一体となって要求実現に向けて奮闘していくことを確認し

ました。そして 8月 10日に申 6号『乗務員労働の特殊性を堅持し、安

全確保と技術・技能継承を維持できる「乗務員勤務制度の見直し」並び

に「賃金制度の改正」の実現を求める申し入れ』を行っています。 

そのような中、8月 16日に八王子地本 立川運転区・立川車掌区分会

の仲間９名が、乗務員勤務制度の見直しに関して職場での議論を重ね、

その職場の声を届けに来てくれました！職場の組合員の不安解消に向け

て本部は精力的に議論をおこないます！ 

次回、申６号団体交渉は８月２０日に行われます。 


